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駅前憩いの広場実施設計業務委託募集要領 

 

 

駅前憩いの広場実施設計業務委託について、公募型プロポーザル方式により受託候

補者の選定を行うので、次のとおり提案を募集する。 

 

１．委託業務の概要 

（１）業務の名称 

駅前憩いの広場実施設計業務委託 

（以下、「本委託業務」という。） 

（２）委託業務の目的 

JR古賀駅西口エリアにおいては、令和６年に「JR古賀駅西口周辺整備基本方針」

を策定し、「めぐり歩いて楽しいウォーカブルなまちづくり」をコンセプトに、駅前

広場や憩いの広場などの「点」の整備と、それらをつなぐ歩行者ネットワークづく

り、さらに民地を含む「面」的なエリアマネジメントを並行して展開することによ

り、本質的なまちなか再生を推進することとしている。そのなかで憩いの広場は、

JR古賀駅西口駅前広場と一体となって、まちなかを回遊する歩行者の結節点として

の役割を担う重要な公共空間である。本広場は、まちなかへ歩行者を誘い、快適に

滞在でき、多様な活動を許容する広場空間として位置づけられており、地域のにぎ

わい創出と持続的なエリア価値の向上に寄与することが期待されている。さらに、

隣接する商工会館においても、快適に滞在できるフリースペースとして、事業者及

び市民が気軽に集える交流機能を有する改修を行う整備方針が示されている。本業

務は、そのような基本方針・整備方針を踏まえて、重要な公共空間である憩いの広

場を賑わいや憩いを創出する最適な仕様の検討および選定を行うとともに、その内

容を反映した工事発注が可能な実施設計図書を作成することを目的とする。 

（３）委託業務の内容 

別添「駅前憩いの広場実施設計業務委託」特記仕様書のとおり（以下、「特記仕様

書」という。） 

※仕様書の内容は現時点での予定であり、審査決定後に提案等受ける中で変更す

る可能性がある。 

（４）履行期間 

契約の日の翌日から令和９年３月３１日（水）まで 

（５）委託金額の上限 

２２，６３６千円（ただし、消費税及び地方消費税を含む。） 

  ※上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模（業

務量）を示すためのものであることに留意すること。また、見積書を提出する

際は、提案上限額を超えてはならない。 
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２．参加資格 

本公募に参加しようとする者は、本公募を開始した日の前日を基点として、次に

掲げる資格要件のすべてを満たしていなければならない。 

なお、提出書類又は参加表明書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満

たしていないことが判明した場合、要件を満たすまで参加事業者としては取り扱わ

ないものとする。 

（１）古賀市一般（指名）入札参加資格等に関する規程（平成９年４月告示第２７号）

第３条に規定する令和７年・８年度古賀市競争入札参加資格者名簿「測量コンサ

ルタント」の「建築士事務所」に登録されている者、又は「建設コンサルタント」

に登録されている者であること。なお、共同事業体としての参加も認めるものと

する。また、本件に限り、同登録の申請を受理された者でも可能とする。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２

項に規定する者に該当しないこと。 

（３）本市から古賀市指名停止措置要綱（平成１８年３月告示第４０号）に基づく指

名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込

提出期限以前になされている場合はこの限りでない。 

（５）暴力団排除に関する特約条項第１条第１項各号のいずれにも該当しないこと。 

（６）特記仕様書に記載の技術者配置要件を満たした者を従事させることができる

こと。 

 

３．応募手続等 

（１）参加表明書類の提出 

以下①～④の書類を順に１部を提出すること。なお、PDF データを CD-R または

DVD-R１枚にて提出すること。 

①参加表明書（様式第２号） 

②事業者の概要（様式第３号） 

③業務実績調書（様式第４号）（※） 

④技術者調書（様式第５号） 

   ※業務内容が分かる資料及び契約書の写し等を添付すること。 

（２）企画提案書類の提出 

  本プロポーザルへの参加希望者は、次の書類を提出すること。 

提出書類名 様式 

提出部数 

正本 副本 CD-R又

はDVD-R 

企画提案書類 様式第６号 １ ６ 
１ 

任意様式 １ ６ 
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見積書(積算内訳書を含む) 体裁は別紙業務

委託設計書の例

による 

１ ６ １ 

 ※CD-R又は DVD-Rには、企画提案書、見積書(積算内訳書を含む)の PDFデータを保

存の上、提出すること。 

 ※ファイル名は任意とするが、社名の一部を入れ判別しやすくすること。 

 

（３）企画提案書類の留意事項 

〇企画提案書類（様式第６号、任意様式）  

・企画提案書類の用紙サイズはＡ４判カラー両面印刷を基本とし、図面等で必要で

あればＡ３判も可とする。 

・企画提案書類は目次及びページ番号をつけること。なお、ページ数の制限は６頁

までとし、文字サイズは原則 11pt以上とする。 

・企画提案の趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔にわかりやすく記載する 

こと。 

 

４．提案課題について 

  (１) 提案課題 

以下、２点のテーマについて企画提案書類に記述すること。 

① 参考図１に示す古賀駅を中心とした東西のつながり、参考図２に示す概略

イメージ図を踏まえるとともに、リノベーションをする商工会館との一体

的利活用を見据えた憩いの広場の仕様コンセプト及び空間構成の考え方 

② 憩いの広場とリノベーションをする商工会館との一体的な利活用を見据

え、将来的な管理運営や地域との連携を見据えた施設計画及び設計プロセ

スの考え方 

 

５．提出方法等 

（１）提出期限 

ア 参加表明書類（様式第２号～５号） 

      令和８年６月３０日（火）午後４時必着 

イ 企画提案書類（様式第６号、任意様式、見積書） 

      令和８年７月９日（木）午後４時必着 

（２）提出先及び提出方法 

郵送又は持参。持参する場合の受付時間は、平日午前９時から午後４時まで

とする。 

（３）提案募集に関する質疑 

ア 質疑の方法 

本提案募集の内容について質疑がある場合は、令和８年６月２２日（月）午 

後４時までに質問書（様式第１号）で、担当部局宛てに電子メールにより提
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出すること。 

イ 質疑に対する回答 

すべての質疑及び回答については、すべての者に対し令和８年６月２６日

（金）に古賀市ホームページにて行うものとする。 

なお、回答は、本要領と一体のものとして、要領と同等の効力を有するも 

のとする。 

 （４）参加表明後の辞退 

本提案募集について参加表明書類を提出後に辞退をする場合は辞退届（様 

式第７号）で辞退理由を記載の上、担当部局宛てに電子メールにより提出す

ること。 

（５）担当部局（書類提出先） 

     古賀市役所 古賀駅周辺開発推進課（担当：手島） 

    〒８１１－３１９２ 福岡県古賀市駅東１丁目１－１ 

    ＴＥＬ：０９２－９４２－１１７６ 

    E-mail：ekikaihatsu@city.koga.fukuoka.jp 

 

６．受託候補者の選定 

（１） 選定方法 

  「駅前憩いの広場実施設計業務委託公募型プロポーザル方式審査会設置要領」に

基づく審査会において、同要領及び「駅前憩いの広場実施設計業務委託審査要領」

（以下、「審査要領」という。）に基づく審査を行って受託候補者を選定する。  

  まず、審査会は、本公募への参加を希望する者が提出する参加表明書に基づき、参

加資格の確認を行い、参加資格を有すると認められた者（以下、「参加有資格者」と

いう。）から提出された提出書類に基づき書類審査を行う。書類審査にて合格した

もののみヒアリング審査を実施し、第１順位の提案を行った者を受託候補者として

選定する。ただし、第１順位の提案を行った者の評価点が６０点に満たない場合は、

当該提案者について、本委託業務を適切に履行する能力を有すると認められないも

のとし、受託候補者として選定しない。このほか、本委託業務の履行に支障がある

と認められる場合においても、受託候補者として選定しないことがある。 

（２）書類審査  

  参加表明書類及び企画提案書類について書類審査を行う。書類審査については、

全ての提出書類が募集要領の要件を満たしているかについて審査を行うものとす

る。審査結果は、すべての提出者に対してメールにて通知する。 

（３）評価基準 

別紙評価基準のとおり 

（４）ヒアリング審査 

書類審査にて合格となった参加有資格者を対象に、提案内容の確認や補足説明を

受けることを目的として、企画提案書類の内容をもとにプレゼンテーション及び質

疑応答により審査を行う。 
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  ヒアリング審査は、令和８年７月下旬を予定として実施する。なお、ヒアリング審

査の実施の順番（事務局にて厳正に抽選し、決定する。）を含めた日時や場所の詳細

については、書類審査の結果と併せて通知する。 

・実施日：令和８年７月２１日（予定）（該当者には別途メールにて通知） 

 ・会場 ：未定（該当者には別途メールにて通知） 

 ・時間配分：説明１５分、質疑応答１５分（予定） 

 ・内容 ：企画提案書類に基づく提案内容の説明 

 ・留意事項 

  ●ヒアリング審査は、本市が定めた評価基準に基づく評価項目表をもとに審査す

る。 

  ●市において、スクリーン及びプロジェクターを準備する。これ以外に必要な機

器、道具など（ＰＣ等を含む）は、提案者において準備すること。 

（５）選定結果の通知 

  ・審査の結果については、令和８年７月２７日（予定）にプレゼンテーションを行

った参加有資格者にメール（文書添付）で通知する。 

・書類審査、ヒアリング審査ともに、審査に対する異議の申立ては受け付けない。 

 

７．契約の締結 

受託候補者の選定後、本市が提示する委託仕様書及び受託候補者の提案内容等を

踏まえ、契約内容について協議し、合意に達した場合に契約を締結する。 

なお、合意に達しない場合は、次点の者と順次協議を行い、合意に達したときは、

その者（ただし、本委託業務を適切に履行する能力を有すると認められる者に限る。）

と契約を締結することとする。 

（１）契約内容 

契約内容は、企画提案書類に基づき、受託候補者とともに内容を確認の上、決

定するものとする。 

（２）契約保証金 

契約締結にあたっては、古賀市財務規則（平成９年規則第２０号）第１１８条

第１項の規定により、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金

を納付しなければならない。ただし、同条第２項の規定により保証金の全部又は

一部の納付を免除することができる。 

（３）契約代金の支払い 

契約代金の支払いについては、業務完了後に支払うものとする。 

（４）契約締結における個人情報の取扱い 

 契約締結にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）及び古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第１号）に

則り、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのない

ように適正に個人情報を取り扱わなければならない。 
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８．スケジュール 

項 目 日 時 

公募開始 令和８年 ６月１６日（火）  

 

質疑受付期間  

令和８年 ６月１６日（火）から 

令和８年 ６月２２日（月）午後４時まで 

質疑回答日  令和８年 ６月２６日（金） 

参加表明書類提出期間 
令和８年 ６月１６日（火）から 

令和８年 ６月３０日（火）午後４時まで 

企画提案書類提出期間 
令和８年 ６月１６日（火）から 

令和８年 ７月 ９日（木）午後４時まで 

書類審査結果の通知 令和８年 ７月１３日（月）（予定）    

ヒアリング審査  令和８年 ７月２１日（火）（予定） 

受託候補者選定結果通知  令和８年 ７月２７日（月）（予定） 

契約締結  令和８年 ８月上旬（予定） 

 

 

９．注意事項等 

（１）参加資格について 

 申込日から選定結果の通知の日までに、本実施要領２．に定める参加資格を欠く

こととなった場合は、本プロポーザルへの参加を取り消すものとする。 

（２）提出書類について 

   ア 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。 

 イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

 ウ 提出書類は返却しない。 

   エ 提出期限以後の提出書類の差替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等により

本市の承諾を得た場合以外は認めない。 

   オ 提出書類については、応募者に無断で、本委託業務の受託候補者の選定以外

の目的で使用しない。 

（３）失格事項について 

参加申込書を提出した者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

・本実施要領で定めた提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

・本実施要領で定めた様式及び記入要領に示す条件に適合しない場合 

・提出書類に記載すべき事項が記載されていない場合 

・提出書類又はプレゼンテーションにおいて、虚偽の記載、提案があった場合 

・審査結果に影響を与えるような不正行為を行った場合 

・契約締結の日までに参加資格を満たさなくなった場合 

・前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 
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（４）選定結果の公表について 

   プレゼンテーションを行った者及び評価点について選定結果がわかる情報を古

賀市ホームページにて公表する。 
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（別紙） 

 

評価基準 

評価項目 評価内容 評価点 

計画的確性 業務目的、仕様書を的確に踏まえ、具体的な提案がなされているか ２０点 

上位計画の方針に沿った提案が的確にされているか 

実現性 

 

提案課題①に対して実現可能な提案内容であるか ２０点 

提案課題②に対して実現可能な提案内容であるか 

独創性 提案課題①に対して新規性、独創性の高い提案内容であるか ２０点 

提案課題②に対して新規性、独創性の高い提案内容であるか 

実施方法・

実施スケ

ジュール 

実施方法 提案課題①に対して具体的な提案内容であるか １０点 

提案課題②に対して具体的な提案内容であるか 

実施スケジュ

ール 

実施スケジュールを適切に実行する根拠（人員・手順等）が示されてい

るか 

５点 

業務実施手順について、効率的に実施するための工夫が示されている

か 

 

実施体制 

 

業務実施体制 

地元との連携を行い、円滑な業務遂行のための人員体制が組まれて

おり、関係者間の調整、要望に迅速・柔軟に対応できるか 

１０点 

管理技術者の経験や知見があるか 

同類又は類似

実績、知見・

専門性等 

幅広い知見・ネットワークを有し、優れた情報収集能力を持っているか ５点 

過去に同様の業務を実施したことがあるか 

価格 満点（１０点）×（提案価格のうち最低価格／自社の提案価格） １０点 

合計 １００点 
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 憩いの広場の屋根が日よけ、雨よけの機能として十分でない
 ステージ・屋根の老朽化、電源等の設備の不足

 既存樹木の一部枯れていたり、強剪定により樹形が安定し
ていない

憩いの広場の検討；現況分析

 道路（車道）や植栽ますにより商工会議所、憩いの広場が
分断されている

古賀市商工会館

憩いの広場

 駐車場部分がアスファルトとなっており、憩いの広場側との
一体感がない、外構前面部分の勾配がきつく活用しづらい

20m
※Google Earthより抜粋

 既存ポンプ室等が未使用、活用されていない

参考図２
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憩いの広場の検討；（現況平面図）
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※関係者協議中のため、今後、調整により計画内容の変更の可能性があります。

【考え方】※R6古賀市「JR古賀駅西口周辺整備基本方針」より
・まちなかを回遊する結節点として、歩⾏者を誘い、快適に滞在
できる広場空間として整備。駅⽅⾯からの視認性を確保するとと
もに、周辺とのつながり、動線を考慮する

・イベント等の多⽬的に使える空間を確保し、まちづくりの関係者
等が空間を設えたり、育てる余地を残す。また、商⼯会側と連携
したイベント実施や⼀体的な利⽤ができるよう空間を設える

憩いの広場の検討；検討案（計画平面図）

３
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憩いの広場の検討；計画イメージ

・屋根部材の再塗装
・側面方向に日よけを設置、まとまった日陰を設ける
※具体内容については検討中

※関係者協議中のため、今後、調整により計画内容の変更の可能性があります。

県道沿いに高木、休憩施設（ベンチ等）を設置し、駅からの
アイストップとなりながら気軽に立ち寄れる空間をつくる

憩いの広場・道路・商工会議所外構と舗装のデザインについて
可能な限り統一感を出し、一体的な広場を目指す

全体としてすっきりとまとまった空間を目指し、柔軟な
利活用を可能とした空間づくりを行う

・ステージとして活用もできる、
こどもが集まれる小あがりスペース

・さまざまな座り方、過ごし方ができる休憩施設
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